
の教室･行事予定 

【日 程】５月 16 日（月）～３１日（火） 

【場 所】大町会館 玄関ホール 

【提 供】そら豆キルトクラブのみなさん 

           

西条市人権教育協議会・西条市人権擁護課 

  新年度がスタートして早ひと月、暖かい春の陽気から季節は 

新緑まぶしい初夏の輝きを感じる頃となりました。 

あいさつが遅くなりましたが、旧年度中は、大町会館の諸活動の運営に何かとご理解・ご協力を

賜り、誠にありがとうございました。令和４年度、コロナ禍で迎える３回目の新年度の始まりとなりま

すが、「明けない夜はなし、必ず朝日は昇ってくる。」の言葉のように、コロナ感染の落ち着きと世界

各国の平和的な共存・共生を心から願うばかりです。改めまして、引き続き今年度も皆様方からの

お力添えを賜りますよう、お願い申しあげます。 

  さて、３月のことになりますが、神戸コスモス子ども会並びに大町合同子ども会それぞれの閉講

式を行いました。今春、小学校・中学校を卒業した子ども会のメンバーは、両子ども会を合わせて８

名（小学校４名、中学校４名）でした。それぞれに新しいステージに上り、新しく迎えた環境の下で

自分らしさを発揮しながら活躍してほしいと心から願っています。大町合同子ども会の閉講式に、こ

の春大学４年生となる先輩が参式してくれ、後輩たちにエールの言葉を贈ってくれました。とても有

難く、この繋がりの大切さを深く感じ得ました。 

  来る５月７日（土）には大町合同子ども会の、そして、５月２２日（日）には神戸コスモス子ども会

の開講式を予定しています。それぞれの子ども会ともに、新しい出会いとこれから始まる様々な活動

を心待ちにしながら、交流の〔輪・話・笑・和・私〕を広げ深めていきたいと思います。 

 戦争は、最大の人権侵害であり、差別と言われます。 

 戦争では、人々はさまざまな権利を制約されたり、否定

されたりします。また、最も基本的人権の一つである「生

きる権利」さえも脅かされます。これは、人権侵害の差別

と同じと言えます。 

 また、戦争をする者は、「戦争を正当化」しようとしま

す。ロシアのプーチン大統領のウクライナ侵攻は、「ウク

ライナ政権から虐待と大量虐殺にさらされている市民を

守る」ことにあると言っています。これは事実でしょうか。

私たちは、「事実と真実」を「正しく」知る必要がありま

す。正しく知らなければ、差別も戦争も助長されていきま

す。 

 ロシア国内では、国民に対して情報統制が行われ、国内

に流されている情報はすべてプロガバンダ（特定の思想・

世論・意識・行動へ誘導する意図を持った行為）と言われ

ています。 

 

 

 

  

上記は、ウクライナ憲法です。ウクライナは第二次大戦後

ソビエト連邦に併合されますが、東西冷戦終結後独立しま

す。この憲法の中には「人権」「自由」「平和」「平等」と

いう言葉がちりばめられています。ウクライナがどういう

国を希求しているかがわかります。日本国憲法も、これら

の言葉がちりばめられ、戦争の反省のもと、「国民主権」「基

本的人権の尊重」「平和主義」を訴えています。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  曜 教 室・行 事 等     

2 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

6 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

9 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

10 火 茶道（13:30～15:30） 

13 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00）  

14 土 詩吟（19:00～21:00） 

16 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

18 水 
フォークダンス（10:00～12:00） 

健康相談（13:30～15:30） 

20 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00）  

23 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

24 火 茶道（13:30～15:30） 

27 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00）  

28 土 詩吟（19:00～21:00） 
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西条市福武甲１６４４番地１ 

  TEL・FAX ５５－５３９３  

    ｅメール 

 omachikaikan@saijo-city.jp 

    

一人で悩まないで、まずはお気軽にご相談ください。 

ここ大町会館（隣保館）は、人と出会い、交流、

つながる場です。偏見や差別、排除のない多様な生

き方やこれからの社会の在り方を語り合う場です。 

人と人がつながり合う社会に関心がある方、何かを

始めたいと思っている方、お気軽にお立ち寄りくだ

さい。ご心配事、悩み事など各種相談、お申込み･お

問い合わせは、西条市大町会館（☎0897－55－

5393）まで、お気軽にご相談ください。 

第 265回 会館ミニ展示会 

『パッチワーク作品展』 

 ～毎月 10日は人権を考える日～ 

【開館時間】９：00 ～ 17：00  

【休 館 日】土曜日 日曜日 

国民の祝日 年末年始（12/29～1/3） 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、 

予定が変更または中止になる場合があります。 

新年度、スタート 

～ 交流の〔輪・和・話・笑・私〕を 

   広げ深めていきましょう♪ 

〔春爛漫の会館桜〕 

「戦争は、最大の人権侵害であり、差別である」 

第２１条 全ての人は自由であり、その尊厳及び権利に

おいて平等である。人権及び自由は奪われることのない、

神聖なものである。 

ウクライナ憲法 1996年 6月制定 

Gatu  

【 大町合同子ども会 】 【 神戸コスモス子ども会 】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 目 講座・サークル名 活動日 時 間 

茶 道 茶道教室 第 2･4火曜日 13：30～15：30 

フォークダンス 西条フォークダンスサークル プロムナード 第 1･3水曜日 10：00～12：00 

体 操 

いきいき百歳体操 第 1･2･3月曜日 10：00～11：30 

健康・太極拳教室 毎週月曜日 14：00～15：30 

さわやか健康体操 毎週金曜日 13：30～15：30 

書 道 南子ども会 毎週金曜日 19：30～21：00 

カラオケ 

歌謡同好会 第 1･2･3月曜日 19：00～21：00 

歌クラブ 毎週木曜日 13：00～15：00 

Tクラブ 毎週日曜日 13：30～15：30 

詩 吟 

嶺風派吟道燧嶺会 毎週土曜日 19：00～21：00 

燧嶺会大町第二支部 毎週火曜日 10：00～11：30 

燧嶺会大町第三支部 毎週水曜日 10：00～12：00 

書 道 

桜会（小学生） 

毎週火曜日 

 〃 水曜日 

 〃 金曜日 

17：00～18：30 

16：30～18：00 

16：30～17：30 

桜会（成人） 毎週木曜日 13：00～15：00 

洗心書道会 
毎週火曜日 

 〃 土曜日 

19：00～21：00 

13：00～15：00 

条山会 第 1･2･3水曜日 13：00～15：00 

手 芸 クラフトコスモス 毎週水曜日 13：00～15：00 

ヨ ガ 華ヨーガ 毎週火曜日 13：00～14：30 

水彩画 タッチ 第４月曜日  9：00～12：00 

工 芸 籐工芸教室 第１土曜日 10：00～15：30 

囲 碁 囲碁同好会 毎週月曜日 12：30～17：00 

オカリナ ＣＯＯ-ＣＯＯ（クック―） 第３木曜日  9：30～12：00 

回 日 時 場 所 講 師（敬称略） 演 題（仮題） 

1 
 6月４日（土） 

13:30～15:30 
大町会館 

愛媛県人権対策協議会 

四国中央支部 支部長 

山田 政春 

私と部落差別 

（部落問題） 

2 
 7月２日（土） 

13:30～15:30 
大町会館 

新居浜市人権教育課 

人権啓発指導員 

鴻上 基志 

誰のために差別をなくすのか 

（部落問題） 

3 
 8月６日（土） 

13:30～15:30 
大町会館 

イマココ子育て支援 

白石 小夜 

子どもたちは地域で育む 

（社会教育 家庭・子育て問題） 

4 
 9月３日（土） 

13:30～15:30 
大町公民館 

西条市人権擁護課 

人権教育指導員 

安藤 宏幸 

水平社運動と水平社宣言 

（部落問題） 

大町会館では、人権・同和問題にしっかりと向き合い、差別をなくそうと活躍している実践

に学び、地域や職場のよき指導者となって、「人権文化の花が咲くふるさと西条」の実現をめざ

すことを目的として、今年度も標記の講座（全４回）を実施いたします。 

多くのみなさんに受講いただきますようご案内申しあげます。 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、講座の

開催を延期または中止させていただく場合があります。 

※第４回講座は、大町公民館と共催となっております。会場は大町公民館です。 

大町会館では、さまざまな講座・サークルのみなさんが日々活発に活動をしています。 

興味のある方は、会館（☎55-5393 ）までお気軽にお問い合わせください。 

講座・サークル紹介  

お申込み･お問い合わせは、大町会館（☎５５－５３９３）まで。 


